
◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改

正する法律 
（令和七年五月二八日法律第四五号）   

一、 提案理由（令和七年四月一日・参議院内閣委員会） 

○国務大臣（坂井学君） ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要

を御説明いたします。 

 この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる

情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係

る不許可事由を追加すること等をその内容としております。 

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 

 第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。 

 その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著

しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはな

らないこととするものであります。 

 その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等

をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して

料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する

行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとす

るものであります。 

 第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗

関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に

従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、

当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないことと

し、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。 

 第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受

けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従

業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げること

とするものであります。 

 第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安

委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り

消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加すること

とするものであります。 

 なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウ

トバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の

日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については



公布の日から起算して六月を経過した日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。 

二、 参議院内閣委員長報告（令和七年四月九日） 

○和田政宗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情

勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る

不許可事由を追加する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、ホストによる売掛金の悪質な取立て等の防止策、売春等のあ

っせんへの対応、ホストクラブの営業者等に対する規制の強化策、被害者への支援の在

り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月三日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられて

いる状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるととも

に、当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また、海外売春をさ

せられる事例も見受けられることから、外国の関係機関とも連携しながら厳正に対処

すること。 

二 悪質ホストクラブ問題の背後で暴力団や匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪者集団

が不当に利益を得ている事例があることに鑑み、本法の執行を通じ、これらの者を風

俗営業から排除する取組を徹底すること。 

三 ホスト等によるマインドコントロールや犯罪者集団による報復への恐れから、被害

者自身による申告が困難な場合があることを踏まえ、早期に被害の回復につなげるた

め、関係行政機関や被害者支援団体等と連携しながら、被害者やその家族等に対する

適切で効果的な広報・啓発、相談・支援体制の強化等の取組を進めること。また、中

長期的な被害の回復に対する支援の充実や被害者支援団体等への支援の拡充について

も検討すること。 

四 悪質なホストクラブ等において、ホスト等が客に対して、その客の好意の感情を不

当に利用し、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる実態等があることに

鑑み、客がその意に反して、売掛金等の高額な債務を負うことのないよう、消費者契

約法に基づく取消しを主張できる場合があること及び消費者トラブルに関する相談窓



口について周知を徹底すること。 

五 悪質なホストクラブのホストがＳＮＳやマッチングアプリ上で、ホストであること

を隠して客となるよう勧誘等を行っている事例があることに鑑み、ターゲットとなる

若年層を中心に被害を受ける可能性のある者に届くような効果的な手法を工夫し、注

意を呼びかけること。また、当該行為に関与した者の取締りについても積極的に取り

組むこと。 

六 悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、ホストクラブ

やメンズコンセプトカフェ等の接待飲食営業について、売掛金等の高額な債務を負わ

せることにつながるような遵守事項等に違反する行為が行われないよう、監督・指導

に更に積極的に取り組むこと。 

七 現下の悪質ホストクラブ問題の深刻な状況を踏まえ、法施行前においても取締りの

強化や広報・啓発に一層努めるとともに、今後の悪質ホストクラブ問題に係る情勢を

踏まえ、必要に応じ、他の関係法令も含めた更なる措置を検討すること。 

  右決議する。 

三、 衆議院内閣委員長報告（令和七年五月二〇日） 

○大岡敏孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告します。 

 本案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に

鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許

可事由を追加する等の措置を講ずるものです。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十三日本委員会に付託され、翌十四日坂

井国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取しました。次いで、十六日に質疑を行い、

質疑終局後、採決しましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告します。 

○附帯決議（令和七年五月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 悪質なホストクラブ等の客が売掛金等を蓄積させられた上で、売春等をさせられて

いる状況に鑑み、こうした性的搾取を防止するため、被害者の保護に努めるとともに、

当該行為に関与した者の指導・取締りを一層推進すること。また、海外売春をさせら

れる事例も見受けられることから、外国の関係機関とも連携しながら厳正に対処する

こと。 

二 悪質ホストクラブ問題の背後で暴力団や匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪者集団

が不当に利益を得ている事例があることに鑑み、本法の執行を通じ、これらの者を風



俗営業から排除する取組を徹底すること。 

三 ホスト等によるマインドコントロールや犯罪者集団による報復への恐れから、被害

者自身による申告が困難な場合があることを踏まえ、早期に被害の回復につなげるた

め、関係行政機関や被害者支援団体等と連携しながら、被害者やその家族等に対する

適切で効果的な広報・啓発、相談・支援体制の強化等の取組を進めること。また、中

長期的な被害の回復に対する支援の充実や被害者支援団体等への支援の拡充について

も検討すること。 

四 悪質なホストクラブ等において、ホスト等が客に対して、その客の好意の感情を不

当に利用し、困惑させ、飲食などの提供を受ける契約を結ばせる実態等があることに

鑑み、客がその意に反して、売掛金等の高額な債務を負うことのないよう、消費者契

約法に基づく取消しを主張できる場合があること及び消費者トラブルに関する相談窓

口について周知を徹底すること。 

五 悪質なホストクラブのホストがＳＮＳやマッチングアプリ上で、ホストであること

を隠して客となるよう勧誘等を行っている事例があることに鑑み、ターゲットとなる

若年層を中心に被害を受ける可能性のある者に届くような効果的な手法を工夫し、注

意を呼びかけること。また、当該行為に関与した者の取締りについても積極的に取り

組むこと。 

六 悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、ホストクラブ

やメンズコンセプトカフェ等の接待飲食営業について、売掛金等の高額な債務を負わ

せることにつながるような遵守事項等に違反する行為が行われないよう、監督・指導

に更に積極的に取り組むこと。 

七 現下の悪質ホストクラブ問題の深刻な状況を踏まえ、法施行前においても取締りの

強化や広報・啓発に一層努めるとともに、今後の悪質ホストクラブ問題に係る情勢を

踏まえ、必要に応じ、他の関係法令も含めた更なる措置を検討すること。 

 


